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〇
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
十
八
号
） 

内
閣
は
、
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
四

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

（
小
規
模
事
業
者
の
範
囲
） 

第
一
条 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三

号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
及
び
そ
の
業
種
ご
と
の
従
業
員
の
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

宿
泊
業 

二
十
人 

二 

娯
楽
業 

二
十
人 

（
経
営
改
善
普
及
事
業
等
に
係
る
国
の
補
助
） 

第
二
条 

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
改
善
普
及
事
業
（
以
下
単
に
「
経
営
改
善
普
及
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国

の
補
助
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
経
営
改
善
普
及
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
第
三
号
に
規
定
す
る
者
の

設
置
に
要
す
る
経
費
以
外
の
経
費
で
あ
っ
て
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
補
助
す
る
場
合
に
、

そ
の
補
助
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 
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一 

近
代
的
経
営
管
理
方
法
の
導
入
等
経
営
管
理
に
関
す
る
指
導
又
は
技
術
の
向
上
、
新
た
な
事
業
の
分
野
の
開
拓
等
に
寄

与
す
る
情
報
の
提
供
等
の
事
業
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。 

二 

小
規
模
事
業
者
に
対
し
て
個
別
に
指
導
を
行
う
事
業
が
そ
の
他
の
事
業
と
一
体
的
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

前
号
に
規
定
す
る
個
別
の
指
導
に
当
た
る
者
が
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

四 

そ
の
内
容
が
適
切
か
つ
効
果
的
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

経
営
改
善
普
及
事
業
に
関
し
都
道
府
県
商
工
会
連
合
会
が
商
工
会
に
対
し
て
行
う
指
導
の
事
業
（
以
下
「
商
工
会
指
導
事

業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国
の
補
助
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
商
工
会
指
導
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
設
置
に
要
す
る
経
費
以
外
の
経
費
で
あ
っ
て
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府

県
が
補
助
す
る
場
合
に
、
そ
の
補
助
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

商
工
会
指
導
事
業
に
当
た
る
者
が
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

そ
の
内
容
が
適
切
か
つ
効
果
的
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

経
営
改
善
普
及
事
業
に
関
し
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
全
国
団
体
が
商
工
会
若
し
く
は
都
道
府
県
商
工
会
連
合
会
又

は
商
工
会
議
所
に
対
し
て
行
う
指
導
の
事
業
（
以
下
「
連
合
会
等
指
導
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国
の
補
助
は
、
次
に
掲
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げ
る
要
件
に
適
合
す
る
連
合
会
等
指
導
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
設
置
に
要
す
る
経

費
そ
の
他
の
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
経
費
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

連
合
会
等
指
導
事
業
に
当
た
る
者
が
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

そ
の
内
容
が
適
切
か
つ
効
果
的
で
あ
る
こ
と
。 

第
三
条 

法
第
七
条
第
一
項
及
び
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
（
法
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
法

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
発
達
支
援
計
画
を
作
成
し
た
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
が
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
発
達
支
援
計
画
を
作
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
が
二
以
上
の

経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

附 

則 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
八
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
の
設
置
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
度
（
そ
の
経
費
が
地
域
改

善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第

六
項
の
経
過
措
置
対
象
事
業
に
要
す
る
経
費
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
度
）
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
は
都
道
府
県
が
こ
れ
に
つ
い
て
補
助
す
る
場
合
に
、
そ
の
補
助
に
要
す
る

経
費
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則
（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
〇
一
号
） 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 附 

則
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
七
日
政
令
第
八
九
号
） 

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
四
二
八
号
） 

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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附 

則
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一
三
二
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
一
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年

一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
六
年
一
月
七
日
政
令
第
三
号
） 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
六
年
九
月
一
八
日
政
令
第
三
〇
五
号
） 

こ
の
政
令
は
、
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
〇
日
政
令
第
三
三
〇
号
）
抄 
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（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
商
工
会
議
所
法
施
行
令
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
、

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
、
砂
利
採
取
法
施
行
令
及
び
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業

者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
し
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行

為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前

の
こ
れ
ら
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行

為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係

る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
こ
の
政
令
に
よ
る
改

正
後
の
こ
れ
ら
の
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
政
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
国
若
し
く

は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
が
し
た
処
分
等
の
行
為
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
さ
れ

た
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。 
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（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 
則
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
政
令
第
五
十
八
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
七
年
一
一
月
一
九
日
政
令
第
三
百
八
十
一
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関

す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
認

定
又
は
変
更
の
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
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前
の
例
に
よ
る
。 

 


